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１ 開会                             

 

２ あいさつ                          井上健康福祉部長 

皆さん、こんばんは。 

みきっ子未来応援協議会は、三木市の子ども達を健やかに育むまちづくりの推進を目的



として、子どもに関わる関係機関の方々や団体、子育て環境に関心をお持ちの方々からご

意見をいただき、子育て環境を豊かにしていくことを考えて開催しています。 

今年の 6 月 15 日に子ども家庭庁設置法と子ども基本法が公布され、来年の 4 月からは、

子ども家庭庁が発足します。今後、国からの発信を受け止めて市政に反映していきたいと

考えています。 

本日は、第二期子ども・子育て支援事業計画の実績報告と各部会での協議テーマについ

て各担当部署から説明をしていきたいと考えています。 

また、担当課より新年度の新規拡充事業の説明もさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

３ 委員・事務局紹介 

 

４ 会長及び副会長選出  

 

５ 会長あいさつ 

 新型コロナウイルス感染症の影響がある中、こういう形でお集まりいただいて非常に感

謝しております。 

みきっ子未来応援協議会の設置目的については、1 つ目に子育てが孤独になっていると

ころが非常に気になりますので、皆さまで支援をしていくこと、2 つ目に教育の仕事は、

日本の未来を創る仕事だと思っていますので、次の世代を担う子ども達が健やかに育って

くれるように考えてもらいたいと思います。 

第 1 回みきっ子未来応援協議会をはじめ、色々な部会がありますので、そちらで協議事

項について審議をしていただくことになります。それぞれ委員の皆様におかれましては、

所属される団体の立場もありますし、一市民としての目線や視点がやはり大事だと思いま

すので、ぜひ色々なご意見をよろしくお願いします。 

 

６ 部会について 

 

（１）委員指名について 

 

（２）部会の進め方 

                              事務局（子育て支援課） 

 みきっ子未来応援協議会は、協議会委員による全体会と、協議会委員のほか専門委員に

よる部会の２種類で構成されています。部会のテーマについては、後ほど部会の担当課か

ら提案することとします。開催時期についても後日担当課からご案内する予定です。 

 

７ 議事 

 

（１）第二期子ども・子育て支援事業計画の実績報告について 

                             事務局（子育て支援課） 



 それでは、資料 1をご覧ください。 

 三木市子ども・子育て支援事業計画 令和 3 年度実績についてご説明します。三木市子

ども・子育て支援事業計画とは、国の子ども・子育て支援法に基づき、地方自治体が、現

状や将来の推計などをもとに、教育・保育及び地域の子育て支援について、5 年をひとつ

の期間として策定が義務付けられています。第一期計画に続き、令和 2 年度に第二期計画

がスタートしています。みきっ子未来応援協議会は、この計画の推進や見直しのため、進

捗状況をご報告し、ご意見をいただくことも役割のひとつとなっています。 

 資料の見方について、1 ページをご覧ください。事業ごとに計画数値及び実績の表があ

ります。この表の①が計画数値、②が実績数値、③が計画と実績の数値の差となり、事業

概要と実施状況の説明を記載しています。 

  

●就学前教育・保育の見込みと受け入れ施設の確保の状況 

                              事務局（教育・保育課） 

就学前教育・保育の見込みと受け入れ施設の確保の状況についてご説明します。まず、

（1）1 号認定ですが、3～5 歳で保育の必要性がない認定区分になります。令和 3 年度は、

市内の幼稚園 4か所、認定こども園 14か所で実施しています。計画数値及び実績の表にな

ります。①施設の受入計画人数は、令和元年度に計画をした数値のため、実際の受入計画

人数とは数値が変わっています。第 1 園区 121 人が 169 人、第 2 園区 140 人が 173 人、第

3 園区 17 人が 41 人、合計 278 人が 383 人となります。②施設の受入実績については、表

のとおりです。③計画と実績の数値の差は、第 1 園区マイナス 11 人、第 2 園区マイナス

59人、第 3園区マイナス 23人、合計マイナス 93人となります。第 1園区の 1号認定児に

ついては、園区の利用定員数内に収まっている状況です。 

続いて、（2)2号認定です。3～5歳で保育の必要性がある認定区分になります。令和 3年

度は、市内の保育所 1か所、認定こども園 14か所で実施しています。計画数値及び実績に

ついては、表のとおりです。第 2 園区については、予想以上に 1 号認定児より 2 号認定児

の人数が高くなっている状況です。 

続いて、2ページの (3）3号認定です。0～2歳で保育の必要性がある認定区分になりま

す。令和 3年度は、市内の保育所 1か所、認定こども園 14か所、小規模保育事業所 6か所、

事業所内保育事業所 1 か所で実施しています。まず①0 歳児になります。こちらについて

も、計画人数と最終の人数が変わっています。第 1 園区 38 人が 89 人、第 2 園区 26 人が

46 人、第 3 園区 10 人が 9 人、合計 74 人が 144 人となります。②の受入実績については、

表のとおりです。③計画と実績の数値の差は、第 1 園区マイナス 7 人、第 2 園区 3 人、第

3園区マイナス 4人、合計マイナス 8人になります。 

次に②1、2歳児になります。こちらについても、計画人数と最終の人数が変わっていま

す。第 1園区 309人が 321人、第 2園区 167人が 187人、第 3園区 40人が 48人、合計 516

人が 556 人となります。②受入実績については、表のとおりです。③計画と実績の数値の

差は、第 1 園区マイナス 16 人、第 2 園区 21 人、第 3 園区マイナス 5 人、合計 0 人となり

ます。3号認定児の実績状況については、4月時点で空きが見られるものの年度末には増加

が予想されるため、今後利用定員の増員等、保護者のニーズを細やかに把握し、応えてい

きたいと思います。 



 

●地域子ども・子育て支援事業の見込みと確保方策 

事務局（子育て支援課） 

 それでは、3 ページをご覧ください。 (1)利用者支援事業です。妊娠・出産・育児につ

いて切れ目のない支援を行うための事業です。妊娠中からの相談対応として、健康増進課

に子育て世代包括支援センターを設置しています。また、子育て支援課では、乳幼児期か

ら子育て全般の相談に応える子育て支援総合窓口、教育・保育課では、主に教育・保育施

設に関する相談を受けており、合計 3か所で事業を実施しています。 

 次に、(2)地域子育て支援拠点事業です。子ども、保護者ともに交流しながら成長できる

よう、遊びや相談・情報・提供・助言などを行っています。現在、市立児童センターと吉

川児童館の２か所で実施しています。計画数値及び実績は、コロナ禍での緊急事態宣言に

よる事業の中止やイベントの縮小、外出控えによる影響、拠点以外に民間の事業所やサー

クル等の親子で集える場所もあり、保護者の選択肢も増えていることから計画数値より大

幅に利用者が減少しています。 

事務局（健康増進課） 

 続いて、4ページの(3)妊婦健診です。妊婦に対する健康診査として、かかった費用の 14

回分までを助成しています。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、妊娠届が令和 2 年

度は大幅に減少しました。それに伴って、健診利用者数と実施回数も大幅な減少となって

います。令和 3 年度は、前年度より少し増加し、下の表の数字になっています。しかしな

がら、令和元年度と比べると、まだ減少傾向となっている状況です。 

次に、（4）乳児家庭全戸訪問事業です。生後 4 か月までの乳児のいる家庭に保健師また

は助産師が訪問し、子育て支援に関する情報提供や支援を行っています。新型コロナウイ

ルス感染症への不安により、家庭訪問を希望されない方には、電話での対応を行いました。

令和 3 年度は、前年度より訪問件数が増えています。妊娠届出数が若干増えてきており、

乳児家庭全戸訪問事業の受け入れ人数も増えてきていることから、計画数値よりも実績が

増えている状況です。 

事務局（子育て支援課） 

続いて、5ページの(5)養育支援訪問事業です。産前産後や育児ストレスなどで、子育て

の不安や孤立の解消を目的として行っています。計画数値及び実績は資料の表のとおりと

なっています。保健師・保育士・家事援助ホームヘルパーが家庭を訪問し、育児や家事の

援助、相談などの支援を行いました。 

次に、 (6)子育て短期支援事業（ショートステイ事業）です。保護者の病気やその他の

理由により、一時的に子どもの養育が困難になった場合に、児童養護施設等で一定期間、

子どもをお預かりする事業です。計画数値 57人に対して、利用実績は 0人となっています。

大幅に乖離していますが、原因としては、新型コロナウイルス感染症の影響により、施設

の受け入れ制限や利用者の利用控えが考えられます。 

 続いて、6ページの（7）育児ファミリーサポートセンター事業です。安心して子育てが

できる環境を提供するために、送迎や預かりの支援を行っています。主な利用は、習い事

への送迎、放課後や学校休校日などの預かりが多い傾向です。利用実績については、やは

り新型コロナウイルス感染症の影響によって利用者が減少しています。 



事務局（教育・保育課） 

続いて、(8)一時預かり事業です。認定こども園等において、在園 1号認定児童を通常の

教育時間を超える幼児や家庭において保育を受けることが一時的に困難となる幼児につい

て、一時的に預かりを行います。計画数値及び実績については、下の表のとおりとなって

おり、大幅に計画を超えています。令和 3年度は認定こども園 14か所で利用がありました。

令和 4年度以降も、事業対応の保育士の設置ができれば、認定こども園 14か所で、今後も

対応可能と考えています。続いて、7 ページをご覧ください。幼稚園における在園児を対

象とした一時預かりです。令和 4 年 4 月から始めていますので、計画数値は 0 人としてい

ます。実績については 25人となっています。令和 4年 1月から、市内公立幼稚園の 4か所

においても一時預かりを実施しました。対象については、認定こども園 1 号認定児と同じ

です。令和 4 年度以降も、事業対応の幼稚園教諭の設置ができれば、公立幼稚園 4 か所で

の対応は可能と考えています。次に③その他の一時預かりです。表の左側の認定こども園

での一時預かりになります。令和 3 年度の利用は、認定こども園 8 か所で利用がありまし

た。事業対応の保育士の設置ができれば、認定こども園 14か所で対応は可能と考えていま

す。 

事務局（子育て支援課） 

続いて、③その他の一時預かり、表の右側の児童センターでの一時預かりについてです。

令和 2 年度から開設日を 2 日から 3 日、利用定員を 6 人から 8 人に拡大したことで、実績

が計画数値を大幅に上回っています。 

事務局（教育・保育課） 

続いて（9）延長保育事業です。保育認定を受けた子どもについて、保育所、認定こども

園等で、既定の利用時間以外に保育を実施します。令和 3 年度は、市内の保育所 1 か所、

認定こども園 14か所、小規模保育施設等 5か所で実施しています。令和 3年度は、保育所

1か所、認定こども園 14か所、小規模保育施設等 5か所で利用がありました。令和 4年度

も同様に対応していきたいと考えています。 

事務局（子育て支援課） 

次に（10）病児・病後児保育事業です。病気中及び回復期に、家庭や認定こども園等で

保育できない子どもを対象に、一時預かりを行う事業です。新型コロナウイルス感染症の

影響を受け、大幅に利用者が減少しています。委託先の小児科医院の受診者数も減少して

いると聞いていますので、受診控え、出控えで可能な限りご家庭で養育されたものと考え

られます。 

事務局（教育・保育課） 

続いて、9 ページの（11）放課後児童健全育成(アフタースクール事業)です。保護者が

就労等により、昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学

校の余裕教室等を利用し、適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業

になります。市内の小学校区を対象に、13 事業所で実施をしています。1 年生から 6 年生

まで実績については、下の表のとおりとなっています。市内全ての小学校区で児童の受け

入れを行い、適正な運営を行っています。 

事務局（子育て支援課） 

ただいまの計画の実績報告について、補足でご説明します。子ども・子育て支援事業計



画は、令和 2 年度から 6 年度を計画期間として、第二期計画を策定しています。今年度は

その中間年に当たります。国の指針では、事業の利用状況や利用希望の量が、見込みと大

きく乖離している場合は、適切な基盤整備を行うために、計画期間の中間年を目安として、

計画の見直しを行うこととされています。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症等の影響により、様々な事業の中止や、外出

の自粛などにより、平常時の実績や今後の利用ニーズの想定が一部の事業では困難な場合

もあります。そのため、令和 4 年度に見直しが必要かどうか判断ができない場合も考えら

れますが、第 2 回みきっ子未来応援協議会では、今後の見直し方針について改めて示した

いと考えています。 

 

（２）部会における協議テーマについて 

 

説明 就学前教育・保育部会                事務局（教育・保育課） 

それでは、資料２の 1ページをご覧ください。 

所管事項につきましては、保育所と幼稚園の一体化に関することになります。所管課は

教育・保育課になります。担当事項は、幼保一体化に関すること、就学前教育・保育の質

の確保と充実に関すること、認定こども園、保育所、幼稚園の円滑な利用確保についてに

なります。議題（案）は、今年度就学前児童数・就園希望数の実績値や傾向について、今

後の就学前施設における受入予測について考えていきます。 

 

説明 子育て環境部会                   事務局（子育て支援課） 

それでは、資料 2の 2ページをご覧ください。 

子育て環境部会は、次の世代を担う親づくり、安心して子どもを生み育てることができ

る環境づくりに関することを協議します。今年は、三木市の子育て施策の情報発信につい

て協議する予定です。現在、市の情報発信は、市のホームページや子育て応援ハンドブッ

ク、子育てアプリ等で行っています。 

しかしながら、市の子育て支援施策が分かりにくいという声や、三木市の子育て施策は

近隣市町と比較しても全体的に整っており、もっとＰＲしても良いのではないか等のご意

見もいただきますので、今後の情報発信の改善に向けて、この子育て環境部会で協議した

いと考えています。 

 

説明 家庭・地域・学校教育部会               事務局（学校教育課） 

家庭、地域、学校が一体となった人づくりに関することを協議します。子どもをネット

依存や犯罪等の被害から守るための活動をより効果的なものとしていくため、青少年の健

全育成に係る取り組み状況や、三木市の子どものネット利用について協議する予定です。 

また、地域や家庭の教育力の向上を目指し、地域と学校の連携・協働体制構築事業につ

いても協議する予定です。 

 

説明 要保護児童部会                   事務局（子育て支援課） 

要保護児童部会は、児童福祉法に規定された要保護児童対策地域協議会としての役割を



担う非公開の部会となります。議題については、要保護児童の現状など決まった内容とな

りますので、資料の通り開催させていただきます。 

 

８ 報告 

 

（１）令和 4年度新規拡充事業について 

 

①吉川児童館一時預かり保育事業              事務局（子育て支援課） 

 それでは、資料 3をご覧ください。 

主に就園前の子どもを一時的にお預かりする事業として実施しています。児童センター

一時預かり保育に加え、保護者へのサポートをより一層進めるため吉川児童館での一時預

かり保育を開始しました。実施日は毎週水曜日の午後となっています。詳しくは資料をご

覧ください。 

 

②子ども食堂運営助成事業                 事務局（子育て支援課） 

続いて、資料 4をご覧ください。 

子ども食堂の運営経費の一部を助成する事業を実施します。事業の内容については、資

料の通りとなります。令和 3 年度は、子育て支援団体活動促進事業補助金において、子ど

も食堂に上限 10万円の補助を実施していましたが、今年度は、新規事業として、月に 2回

以上の開催で上限 15万円と拡充しています。子どもが安心して過ごせる居場所となる子ど

も食堂が全市的に広がり、子どもを地域社会全体で支える仕組みづくりを促進していきま

す。 

 

（２）その他 

事務局（子育て支援課） 

本日、第二期子ども・子育て支援事業計画の実績報告と計画の中間年の見直しについて、

ご説明しました。昨年度までは、みきっ子未来応援協議会は、委員の皆様のご発言や事務

局の説明等について議事録を作成して、それを公開することにより、子育てに関する様々

な市の方向性について、市民の皆様と共有をしてきたという形をとっています。今年度は、

さらに適切にみきっ子未来応援協議会の議論を将来に引き継いでいくために、三木市長か

ら協議会会長への諮問という形でさせていただきたいと思っています。新型コロナウイル

ス感染症対応の進行時間の都合上、本日は見送りをさせていただき、第 2 回みきっ子未来

応援協議会で、市長から会長への諮問を予定しています。今年度末には、会長から市長へ

の答申という形で、本協議会の意見を三木市長に渡すことを予定していますので、一点ご

報告をさせていただきます。 

 

９ 閉会（あいさつ） 

副会長 

少子化であり、コロナ禍の中でも行政の方々は、手厚い事業の実施をしていただく計画

を聞かせていただき、本当に心強いと思いました。 



私たち一市民も、それに応えるべく周知の協力など色々な方面で、協力させていただき

たいと思っております。 

本日は、お忙しい中たくさんお集まりいただき、色々なご意見を聞かせていただきまし

て、とても勉強になりました。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうござい

ました。 


